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【 会 議 録 】（概要） 
 日時:平成２３年４月１６日（土）13:30～15:00 

会議名 
平成２３年度越谷市自治基本条例推進会議 

第１回会議 
場所 

越谷市役所本庁舎５階 

第１委員会室 

件名 

議題 

 

１ 開会 

２ 諮問 

３ 市長あいさつ 

４ 協議事項 

 (1)今後のスケジュールとすすめ方について 

５ その他 

６ 閉会 

 

 

資料等 有  無 

出席者 

出席委員 

佐々木会長、石崎副会長、稲本委員、五味田委員、篠原委員、得上委員、内藤委員、

藤井委員、原田委員、村田委員、大熊委員、雨宮委員、菅沼委員(１３名) 

 

欠席委員 小口委員(１名) 

 

高橋市長 

 

事務局 

大島企画部長、立澤企画部副部長(兼)企画課長、田中企画課副主幹、水口同副主査、 

根本同主事(５名) 

 

傍聴者 ２名 

 

内 容 別紙 会議録（要旨）のとおり 

●合意・決定事項等 

 ・山口委員の辞職について事務局から報告があった。 

 ・｢自治基本条例の普及について｣、市長から諮問があった。 

 ・今後のスケジュールとすすめ方について、平成２４年１月の答申に向け、報告書で整理された

（１）若い世代への普及について、（２）地域コミュニティ組織への普及について、（３）市民

活動団体への普及について、及び（４）幅広い市民を対象とした普及について、を中心に調査

審議していくこととした。 

 ・平成２３年度第２回会議を平成２３年５月２１日（土）の午後１時３０分から開催することと

した。 
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会議録（要旨） 
 

※会議の冒頭で、山口委員の辞職について事務局から報告があった。 

 

１ 開会あいさつ（会長） 

こんにちは。 

本日の会議は、平成２３年度の最初の会議となります。後ほど市長から諮問があると思いますが、

その答申に向けて、これから具体的な調査審議をしていくことになります。 

東日本大震災という大災害が発生し、私自身、何ができるのかを考えました。また、このような

大災害によってコミュ二ティの大切さをあらためて認識しました。自治基本条例が広く市民に普及

し、市民参加と協働によるまちづくりが進んでいくことは、私たちの普段の市民生活においてはも

ちろん、災害などに対する危機管理の面からも非常に重要であり、推進会議には大きな役割がある

と感じています。 

私たちは、市長の附属機関として諮問事項について、鋭意調査審議しその結果を市長に答申する

ことが第一の役割となります。なお、答申を待たずに先取りできるものがあれば、先取りして市で

実施していただくというスタンスで取り組んでいきたいと考えています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 諮問 

・市長から会長に｢自治基本条例の普及について｣、諮問があった。 

 

３ 市長あいさつ 

こんにちは。 

昨年度の２月には、自治基本条例の基本原則にもある「市民参加と協働によるまちづくり」の現

況と課題につきまして、他自治体の取り組みとの比較などを基にした多くの意見をまとめていただ

き、誠にありがとうございました。会長、副会長をはじめ、委員の皆さまに、大変なご尽力を賜り

ましたことに、あらためて厚く御礼を申し上げます。 

去る３月１１日に、｢東日本大震災｣が発生しました。この震災により、尊い命を失った方々に深

く哀悼の意を表するとともに、被災された多くの皆さまに心より、お見舞いを申し上げます。 

本市におきましても、避難された方の受け入れや支援物資の受付・輸送や義援金の受付等を行っ

ておりますが、多くのボランティアの方々に携わっていただきました。また、被災された地域では、

今も全国から集まったボランティアの方々が懸命に活動を続けております。本市からも多くの市民

の皆さまがボランティアとして、現地に入っていると聞いており、このような、未曾有の大災害を

前にしたとき、“地域の絆や支えあい”が、いかに大切であるかということを強く認識しました。 

さて、近年、｢新しい公共｣という考え方が注目されております。｢新しい公共｣を｢支えあいと活

気のある社会｣を作るための協働の場とする｢新しい公共｣宣言と、その実現に向けた取り組みは、

このたび策定した｢第４次総合振興計画｣にあります、本市の将来像、｢水と緑と太陽に恵まれた 人

と地域が支える安全・安心・快適都市｣の実現とも深く関わっていると考えております。 

昨年度、委員の皆さまに提出していただいた報告書の内容を踏まえ、｢自治基本条例の普及につ

いて｣、諮問をさせていただきました。自治基本条例の普及が、｢市民参加と協働によるまちづくり｣

の実効性を確保するための、また、“市民の皆さまが誇りを持ち、安心して暮らせる、自治のまち

越谷”となるための最優先課題と考えておりますので、さらなるお力添えをお願い申し上げます。 

結びに、委員の皆さまのご健康とご活躍を心からご祈念申し上げまして、あいさつとさせていた

だきます。 
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【市長退席】 

 

 

４ 協議事項 

(1)今後のスケジュールとすすめ方について 

・事務局が【資料】平成２３年度 自治基本条例推進会議のスケジュール（案）に基づいて説明した。 

 

（会 長）ご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

（Ａ委員）諮問にあった自治基本条例の普及について、より具体的な調査審議していくことになります。

そうなると、委員同士で情報を共有できた方が良いと思います。メーリングリスト等により

事務局と委員だけではなく、委員同士においても、常に情報を共有することは可能でしょう

か。 

（事務局）委員の皆様のメールアドレスは、既に提出していただいています。これまでも、各委員の皆

様には事務局から連絡等をさせていただいていましたが、メーリングリスト等のような運用

をすることに同意していただければ、検討させていただきます。 

（各委員）特に問題ありませんのでお願いします。 

（Ｂ委員）若い世代への普及と関連し、自治基本条例の子ども版パンフレットに盛り込む内容について

協議することになっていますが、この子ども版パンフレットをどのように活用していくこと

を想定しているのでしょうか。 

（事務局）子ども版パンフレットの活用方法については、例えば、教育委員会と調整し学校の授業で使

用する方法があります。また、子ども版パンフレットを分かりやすい内容で作成することは、

家庭や地域の大人を巻き込んだ自治基本条例の普及に繋がることも期待されます。推進会議

の委員の皆様には、盛り込む内容はもちろん、活用方法についてもご意見をいただきたいと

考えています。 

（Ｃ委員）子ども版パンフレットを作成し、活用することで、自治基本条例という少し難しい印象のあ

る条例を子どもたちだけでなく、幅広い市民を対象として普及させることができると思いま

す。分かりやすいという視点が大切です。 

（Ｄ委員）子ども版パンフレットの対象をどのように考えているのでしょうか。小学生、中学生、それ

以上の年齢層が考えられますが、対象によって内容も異なります。 

（事務局）事務局としては、現在、小学校の５、６年生を対象としたものを想定しています。小学校の

高学年では、地方自治についての授業もあるようです。子ども版パンフレットの対象につい

ても、推進会議の委員の皆様からご意見をいただきたいと考えています。 

（Ｅ委員）子ども版パンフレットの作成までのスケジュールや意見提出の締め切りは、どうなっている

のでしょうか。 

（事務局）子ども版パンフレット作成のスケジュールとしては、その配布や活用も考えると今年の８月

～９月に作成したいと考えています。また事前に意見提出を希望する際の締め切りについて

は、後ほど次回の会議日程とあわせてご相談させていただきます。 

（Ｆ委員）自治基本条例のパンフレットにはイラストが掲載されています。子ども版パンフレットにつ

いても、分かりやすいイラストや漫画などを多く使う必要があると思います。 

（事務局）子ども版パンフレットをできるだけ分かりやすく作成するためには、条文や説明だけでなく、

イラストや図を多く掲載する必要があるかもしれません。今後の具体的な協議の中で、多く

のご意見をいただきたいと考えています。 
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（Ｇ委員）協働フェスタの際、小学校の５、６年生位の子どもが親に自治基本条例のことを説明してい

るところを見ました。子どもを対象とした普及については、以前から必要だと考えていまし

た。優先的に取り組むべきだと思います。 

（Ｈ委員）自治基本条例の普及について、諮問がありました。普及についての答申をまとめるために会

議をほぼ毎月１回開催するスケジュールについては、疑問もあります。普及について協議す

るのであれば、ワークショップ等の手法を取り入れて集中的に行う方法もあります。また、

自治基本条例が行政システムの中でどのように活かされているか検証する役割もこの推進

会議にはあると思います。 

（Ｉ委員）会議をほぼ毎月１回開催することについては、賛成です。また、自治基本条例の普及が優先

的に取り組む課題であることにも異論はありません。普及というと、パンフレットなどの啓

発物資の作成やシンポジウムなどのイベントの開催を考えますが、もう少し普及を広く捉え

ることができるかもしれません。啓発物資の作成やイベントの開催などの具体的な提案など

は、集中的に短期間に取り組む方が適しているかもしれません。一方で、例えば、地域コミ

ュニティ組織や市民活動団体への普及のように自治基本条例の運用に関する視点が必要な

課題もあります。推進会議の目的は自治基本条例の実効性の確保であるということを考えて

調査審議していく必要があると思います。 

（Ｊ委員）この推進会議は附属機関になりますので、まずは、諮問に対する答申をまとめることが最も

大切な役割となります。ただし、諮問に対する答申以外の調査審議が一切できないというこ

とではないと思っています。また、委員自身が推進会議の活動として、普及に取り組むとい

うことではなく、少し距離を置いて調査審議する必要もあると思います。 

（事務局）昨年度、委員の皆様には、自治基本条例の実効性を確保するための現況と課題について、報

告書としてまとめていただきました。そして、その報告書の中で優先的な課題として整理し

ていただいた｢自治基本条例の普及について｣、を諮問させていただきました。事務局から提

案させていただいたスケジュールとすすめ方は、あくまでも一つの案です。集中的に会議を

開催することも、会議にワークショップ等の手法を取り入れることも可能です。スケジュー

ルとすすめ方についても委員の皆様に協議していただきたいと考えています。また、適切な

運用についてですが、昨年度は、総合振興計画をはじめ、都市計画マスタープラン、教育振

興基本計画、都市農業推進基本計画などの各種計画を策定しています。これらの計画は、自

治基本条例の趣旨を踏まえて策定をすすめてきましたが、例えば、意見公募手続（パブリッ

クコメント）の実施状況などについて、取りまとめて報告したいと考えています。 

（Ｋ委員）推進会議の設置条例には、推進会議の第２条（所管事項）で、（１）自治基本条例の適切な

運用に関する事項、（２）自治基本条例の普及に関する事項及び（３）自治基本条例の見直

しに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議することを明らかにしています。そし

て第２項では、これらの三つの事項について、市長に意見を述べることができることを明ら

かにしています。当然ですが私たち委員は、設置条例にある所管事項について調査審議する

ことになります。事務局から提案があったスケジュールとすすめ方で基本的な方向は良いと

思います。まずはこのスケジュールとすすめ方で調査審議し、その中であらたに調査審議す

べき事項があれば、その都度、協議事項に加えていく方法もあると思います。 
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（Ｌ委員）会議形式では、普及についての良いアイデアが出ることは難しいと思います。２時間程度の

会議をほぼ毎月開催するより、集中的にワークショップ等の手法を取り入れて、自由に発言

する方が、面白いアイデアが多く出されます。他の審議会等とは少し違う会議のすすめ方を

する必要があると思います。話は少し変わりますが、東日本大震災は、大きな被害をもたら

しました。このような大震災が発生してしまったとき、自治基本条例をどのように考えれば

良いのかということについて協議する必要があると思います。また、（仮称）市民活動支援

センターが設置されるそうですが、この（仮称）市民活動支援センターの設置にあたって、

自治基本条例の趣旨をどのように活かしていけるのか、それらの内容について、推進会議で

協議したいと考えています。 

（事務局）先ほど、この推進会議の設置条例の話がありましたが、推進会議には、市長の諮問に応じ、

答申する権能と市長に対し意見を述べる権能があります。事務局で提案したすすめ方とスケ

ジュールでは、ほぼ毎月１回の会議の開催としていますが、委員の皆様が短期間に集中的に

協議した方が良いと考えるのであれば、そのようなすすめ方で結構です。また、自治基本条

例の普及についての答申をまとめるにあたって、２～３回の会議で十分できるということで

あれば、まとまった時点で答申していただいて結構です。また、自治基本条例の適切な運用

について意見を提出していただくことも可能です。委員の皆様から提出していただいた報告

書を踏まえ、自治基本条例の普及について、諮問させていただきました。まずは、この諮問

についての答申をまとめていただきたいと考えています。 

（Ｍ委員）基本的なすすめ方とスケジュールは、事務局案で良いと思います。普及ということを少し広

く捉えて協議したいと思います。もちろん、自治基本条例の普及は最も大切な課題ですので、

そのことを念頭に置きつつ柔軟に協議していければと思います。 

（Ｎ委員）若い世代への普及、子ども版パンフレットに盛り込む内容や幅広い市民を対象とした普及に

ついては、非常に大切なので、より多くの時間をかけて協議をしたいと思います。また、市

民活動団体については、その対象が限られていることから、比較的協議しやすいと思います。 

（Ｏ委員）普及ということを少し広く捉えるという話が出ていましたが、行政活動や議会活動に自治基

本条例がどの程度普及しているのかという視点もあると思います。例えば、若い世代への普

及について、行政や議会は何をしているのか、行政や議会も含めて、一緒に考えていくこと

で具体的で多様な意見が出てくる可能性があると思います。 

（会 長）それでは、事務局から提案のありました“スケジュールとすすめ方について”を基本として、

まずは答申に向けて協議をしていくこととし、普及について少し広く捉えて柔軟に協議して

いくこととしてよろしいでしょうか。また、次回以降の会議のすすめ方については、事務局

と相談させていただくこととしてよろしいでしょうか。 

・出席委員全員に確認し、了承された。 

 

●合意・決定事項等 

・今後のスケジュールとすすめ方について、平成２４年１月の答申に向け、報告書で整理された（１）

若い世代への普及について、（２）地域コミュニティ組織への普及について、（３）市民活動団体への

普及について、及び（４）幅広い市民を対象とした普及について、を中心に調査審議していくことと

した。 
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５ その他 

・事務局が、次回の日程について説明した。 

※平成２３年度第２回会議を５月２１日（土）の午後１時３０分から開催することとした。 

※平成２３年度第２回会議の協議事項である若い世代への普及について及び子ども版パンフレットに

盛り込む内容について、５月１３日（金）までにメーリングリスト等を活用して事務局に意見を提出

することとした。 

 

・委員から提案で、｢東日本大震災｣に関連して意見交換をした。 

※主な意見等 

○今回の大震災で市民に行政の情報を伝える方法が少ないと感じた。直接関係があるわけではないが、

自治基本条例を市民に伝えることも非常に難しいと感じた。 

○さいたまＮＰＯセンターで活動している。さいたま市では、この震災で被災した方の受け入れにＮＰ

Ｏ、社会福祉協議会、地域のボランティア、行政が協働して取り組んでいる。これは行政の積極的な

情報提供により実現できたと感じている。｢越谷市自治基本条例｣の第１２条では、地域コミュニティ

組織と市民活動団体の役割を明確にしている。今回のような大災害が発生したとき、これらのコミュ

ニティ組織の役割と連携は大変重要だとあらためて認識した。 

○各自治体には、防災計画があり、防災訓練も実施している。今回のような大災害の発生により、防災

計画における優先順位や協働の概念を考え直すことも含めた議論が必要だと感じた。 

○地域コミュニティと市民活動団体の連携は必要だが、それぞれの役割分担を考える必要がある。何で

も一緒にやるということではないと思う。 

○震災直後の救援、避難所での支援、震災後の復興とそれぞれの段階で求められるものは変わるが、地

域の市民の力を総結集する必要があると感じた。地域の市民の力を結集する仕組みをつくるには、自

治基本条例が関係してくると思う。 

○自治基本条例の第２２条にある危機管理の項目で市民と市長等の責務と協働について明確にしてい

る。また、これまで、防災などの危機管理の分野では、市民について明確に定義されていなかったと

思うが、自治基本条例の第２条では、市民を“市内において、住み、働き、学び、または活動する個

人や団体”と定義している。今回のような大災害では、行政区画で区切って考えるという考え方では

対応できない。大災害があった場合、自治基本条例をどのように考えていくのかという議論も必要に

なると感じた。 

 

６ 閉会（副会長） 

平成２３年度第１回の会議でしたので、２回目以降のスケジュール等について貴重な意見をいた

だきました。５月１３日（金）までに次回の会議の意見が提出できますので、多くの意見をお寄せ

下さい。どうもありがとうございました。 


